
 
 

2 人以上からの見積書の徴取      
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項 1 号  

茨城県財務規則第 155 条（限度額）   

障害者支援施設等への発注と関係法令との関係 

５万円 １０万円 １００万円（役務の提供） 
１６０万円（物品の購入） 

１者随意契約が可能 
財務規則の解釈及び運用 

第 157 条（見積書の徴取）関係 1(8) 

1 者随意契約が可能 
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号（随意契約） 

茨城県財務規則第 155 条の 2(発注見通しの公表等)＋財務規則の解釈及び運用第 157 条（見積書の徴取）関係 1(5) 

見積書省略可能 

１者随意契約可能 

随意契約可能 入札 

○福祉随契の手続き（茨城県財務規則第 155 条の 2(発注見通しの公表等)） 

福祉随契 

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号に規定

されている施設（障害者支援施設等） 
・障害者支援施設 
・地域活動支援センター 
・障害福祉サービス事業を行う施設 
・障害者支援施設等に準ずる者（茨城県共同受発注センター） 

ステップ１ 
毎年度定期又は随時に，発注の見通しを公表

【会計管理課 HP 等】 
⇒次ページ（福祉随契に係る公表方法） 

ステップ２ 
契約締結前に，契約の内容，契約の相手方の

決定方法及び選定基準，申請方法を公表 
【各課 HP 等】 
 ⇒次ページ（福祉随契に係る公表方法） 

ステップ３ 
契約締結後に，契約の内容，契約の相手方の

氏名及び住所，契約の相手方とした理由を公

表【各課 HP 等】 
  ⇒次ページ（福祉随契に係る公表方法） 

見積依頼先に悩んだら， 
茨城県共同受発注センターへ！ 



福祉随契に係る公表方法について 

 
１ 発注見通しの公表 

  掲載ページ 会計管理課 HP 内の「新商品・障害者への発注見通し」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（年度当初の掲載例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URL：http://www.pref.ibaraki.jp/kaikei/kaikanri/shidositsu/chodo/shinsyohin.html 

発注見通しを公表することで， 

① 受注を希望する障害者支援施設等にとって，今後の受注活動の指針になります。 

② 茨城県共同受発注センターから，受注可能な障害者支援施設等を紹介できます。 

２ 障害福祉課における契約前，契約後の公表例 

掲載ページ 障害福祉課 HP 内の「官公需の促進」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（平成 30 年度の掲載例） 
 
 
 
 
 
 

                                                    

URL：http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/shofuku/b/b-3.html 



（参考） 

福祉随契に関係する法令 

 
○ 地方自治法施行令 

（随意契約） 
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合

は、次に掲げる場合とする。 
一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格（貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又

は総額）が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方

公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に

使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの

をするとき。 
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）

第五条第十一項に規定する障害者支援施設（以下この号において「障害者支援施設」という。）、同

条第二十七項に規定する地域活動支援センター（以下この号において「地域活動支援センター」と

いう。）、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業（同条第七項に規定する生活介護、同条第十

三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下こ

の号において「障害福祉サービス事業」という。）を行う施設若しくは小規模作業所（障害者基本法

（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場

として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号に

おいて同じ。）若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体

の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第十六条第三

項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業（以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」

という。）を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第三条第一項に規定する生活困窮

者（以下この号において「生活困窮者」という。）であるもの（当該施設において製作された物品を

買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普

通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。）（以下この号において「障害者支援施設等」とい

う。）において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続

により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施

設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三

十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材

センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長

の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子

及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第六条第六項に規定する母子・父子

福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の

認定を受けた者（以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。）が行う事業でその事業に

使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条

第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共

団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設（当該施設

から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めると

ころにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。）が行う事業でその事業に使用され

る者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則

で定める手続により受ける契約をするとき。 

四 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通

地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通

地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供によ

り新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の

認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をす

るとき。 
五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 
六 競争入札に付することが不利と認められるとき。 
七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 
八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 
九 落札者が契約を締結しないとき。 

２ 前項第八号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入

札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。 
３ 第一項第九号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、

履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。 
４ 前二項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当

該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。 
 
○ 茨城県財務規則 

(限度額) 
第 155 条 令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号の規定により規則で定める額は，次の各号に掲げる契約の種

類に応じ，それぞれ当該各号に定める額とする。 
(1) 工事又は製造の請負 250 万円 
(2) 財産の買入れ 160 万円 
(3) 物件の借入れ 80 万円 
(4) 財産の売払い 50 万円 
(5) 物件の貸付け 30 万円 
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100 万円 

 
(発注見通しの公表等) 
第 155 条の 2 令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号及び第 4 号の規則で定める手続は，次に掲げるものと

する。 
(1) 知事は，毎年度定期又は随時に，契約の発注見通しを公表すること。 
(2) 契約担当者は，契約を締結する前において，次に掲げる事項を公表すること。 
ア 契約の内容 
イ 契約の相手方の決定方法及び選定基準 
ウ 申請方法 



(3) 契約担当者は，契約を締結した後において，次に掲げる事項を公表すること。 
ア 契約の内容 
イ 契約の相手方の氏名及び住所 
ウ 契約の相手方とした理由 

２ 前項の規定による公表は，インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適当な方法により

行うものとする。 
 
(見積書の徴取) 
第 157 条 契約担当者は，随意契約により契約しようとするときは，なるべく 2 人以上の者から見積書

(契約担当者の使用に係る電子計算機と見積りをする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織を使用する場合にあっては，知事が別に定める電磁的記録。以下この条に

おいて同じ。)を徴さなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，見積書の徴

取を省略することができる。 
(1) 官公署と契約をするとき。 
(2) 官報，法令全書，収入印紙，郵便切手類，新聞等を購入するとき。 
(3) 水道料，下水道料，ガス料(都市ガスに限る。)，電気料又は電話料 
(4) 会場を借り上げるとき。 
(5) 季節のある生産物又は腐敗のおそれのある物で見積書を徴する暇がないとき。 
(6) 出張先において自動車，自転車等の応急修理を要するとき。 
(7) 図書（いずれの者から購入する場合であってもその価格に相違がない図書に限る。）を購入すると

き。 
(8) 予定価格が 5 万円未満のとき。 

(9) 法令に基づき，料金又は価格が定められているとき。 
(10) 前各号に掲げるもののほか，見積書を徴する必要がないと認めたとき。 

 
○ 財務規則の解釈及び運用 

第 157 条（見積書の徴取）関係 
１ 第１項本文の規定により，見積書はなるべく２人以上の者から徴さなければならないが，次に掲げ

るものについては，１人の者の見積書で処理することができる。 
(1) 特定の者以外とは契約し難い契約をする必要があるとき。 
(2) 分解して検査しなければ見積書を作成することができない備品等の修繕を行うとき。 
(3) 天災地変，その他緊急やむを得ない場合で，２人以上のものから見積書を徴する暇のないとき。 
(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約することができる見込みのあるとき。 
(5) 令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号の規定により契約をしようとするとき。 

(6) １件の予定価格が 10 万円未満であるとき。 
２ 見積もりに要する期間として，第 152 条第 2 項第 1 号から 5 号の規定を準用することは差し支え

ない。また，第 1 号及び第 2 号について特に急を要する場合又は第 4 号及び第 5 号について見積提

出者の同意があれば，この期間を短縮することができる。 


